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１【提出理由】

当社は、平成26年５月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。
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２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年５月23日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

 ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　　　　当社普通株式１株につき金20円 総額 417,342,340円

 ② 効力発生日

　　　　　　　平成26年５月26日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

　① 増加する剰余金の項目とその額

　　　別途積立金　　　　　　2,000,000,000円

　② 減少する剰余金の項目とその額

　　　繰越利益剰余金　　　　2,000,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件

　　　　　以下のとおり、定款を変更するものであります。

  　　

現　行　定　款 変　　更　　案

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とす
　　　　る。
　　１．生鮮魚介類の加工並びに販売
　　２．青果物及び惣菜類の加工並びに販売
　　３．食肉類の加工並びに販売
　　４．加工食料品の販売
　　５．飲食店営業
　　６．日用品雑貨及び化粧品の販売
　　７．衣料品の販売
　　８．塩、たばこ、米穀の販売
　　９．酒類販売
　　10．書籍雑誌、玩具の販売
　　11．生花、園芸植物及び園芸用品の販売
　　12．医薬品、医療用具の販売
　　13．寝装寝具の販売
　　14．時計、カメラ、運動用品、インテリア用品
　　　　の販売
　　15．不動産の売買、仲介並びに斡旋
　　16．不動産の賃貸及び管理
　　17．金銭の貸付及び金銭の貸借の媒介並びにク
　　　　レジットカード取扱業
　　18．商品券、その他の金券の売買
 

 
　　19．前各号に掲げる事業を営む企業の経営指導
　　　　及び業務受託
　　20．前各号に附帯する一切の業務
 

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とす
　　　　る。
　　１．生鮮魚介類の加工並びに販売
　　２．青果物及び惣菜類の加工並びに販売
　　３．食肉類の加工並びに販売
　　４．加工食料品の販売
　　５．飲食店営業
　　６．日用品雑貨及び化粧品の販売
　　７．衣料品の販売
　　８．塩、たばこ、米穀の販売
　　９．酒類販売
　　10．書籍雑誌、玩具の販売
　　11．生花、園芸植物及び園芸用品の販売
　　12．医薬品、医療用具の販売
　　13．寝装寝具の販売
　　14．時計、カメラ、運動用品、インテリア用品
　　　　の販売
　　15．不動産の売買、仲介並びに斡旋
　　16．不動産の賃貸及び管理
　　17．金銭の貸付及び金銭の貸借の媒介並びにク
　　　　レジットカード取扱業
　　18．商品券、その他の金券の売買
　　19．自然エネルギー等による発電事業及びその
　　　　管理運営並びに電気の供給、販売等に関す
　　　　る業務
　　20．前各号に掲げる事業を営む企業の経営指導
　　　　及び業務受託
　　21．前各号に附帯する一切の業務
 

（本店の所在地）
第３条　当会社は、本店を埼玉県大里郡寄居町に置
　　　　く。
 

（本店の所在地）
第３条　当会社は、本店を埼玉県鶴ヶ島市に置く。
 
 

（公告の方法）
第４条　当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する
　　　　方法により行う。
 

（公告の方法）
第４条　当会社の公告は、電子公告とする。
　　２．事故その他やむを得ない事由により、電子
　　　　公告によることができない場合は、日本経
　　　　済新聞に掲載する方法により行う。
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（新設）
 

 

 

 

 

 

（単元未満株式についての権利）
第８条　当会社の株主は、その有する単元未満株式
　　　　について、次に掲げる権利以外の権利を行
　　　　使することができない。
　　（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利
　　（２）会社法第166条第１項の規定による請求を
　　　　　する権利
　　（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の
　　　　　割当て及び募集新株予約権の割当てを受
　　　　　ける権利
　　（４）次条に定める請求をする権利

（新設）
 

 

 

 
 

（単元未満株式の買増し）
第９条　当会社の株主は、株式取扱規則に定めると
　　　　ころにより、その有する単元未満株式の数
　　　　と併せて単元株式数となる数の株式を売渡
　　　　すこと（以下、「買増し」という。）を当
　　　　会社に請求することができる。但し、当
　　　　会社が当該請求にかかる株式を保有してい
　　　　ない場合は、この限りではない。

（株主名簿管理人）
第８条　当会社は、株主名簿管理人を置く。
　　２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、
　　　　取締役会の決議によって選定し、これを公
　　　　告する。
 

（株主名簿管理人）
第10条　当会社は、株主名簿管理人を置く。
　　２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、
　　　　取締役会の決議によって定め、これを公告
　　　　する。
 

（株式取扱規則）
第９条　株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は
　　　　記録、単元未満株式の買取り、その他株式
　　　　又は新株予約権に関する取扱い及び手数料
　　　　並びに株主の権利行使の方法については、
　　　　法令又は定款に定めるもののほか取締役会
　　　　で定める株式取扱規則による。
 

（株式取扱規則）
第11条　株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は
　　　　記録、単元未満株式の買取り・買増し、そ
　　　　の他株式又は新株予約権に関する取扱い及
　　　　び手数料並びに株主の権利行使の方法につ
　　　　いては、法令又は定款に定めるもののほか
　　　　取締役会で定める株式取扱規則による。
 

第10条～第13条　（条文省略）
 

第12条～第15条　（現行どおり）
 

（決議の方法）
第14条　株主総会の決議は、法令又は定款に別段の
　　　　定めがある場合を除き、出席した議決権を
　　　　行使することができる株主の議決権の過半
　　　　数をもって行う。
　　２．会社法第３０９条第２項の定めによる決議
　　　　は、定款に別段の定めがある場合を除き、
　　　　議決権を行使することができる株主の議決
　　　　権の３分の１以上を有する株主が出席し、
　　　　その議決権の３分の２以上をもって行う。
 

（決議の方法）
第16条　株主総会の決議は、法令又は定款に別段の
　　　　定めがある場合を除き、出席した議決権を
　　　　行使することができる株主の議決権の過半
　　　　数をもって行う。
　　２．会社法第309条第２項の定めによる決議は、
　　　　定款に別段の定めがある場合を除き、議決
　　　　権を行使することができる株主の議決権の
　　　　３分の１以上を有する株主が出席し、その
　　　　議決権の３分の２以上をもって行う。
 

第15条～第16条　（条文省略）
 

第17条～第18条　（現行どおり）
 

（取締役会の設置）
第17条　当会社は取締役会を置く。
 

（取締役会の設置）
第19条　当会社は、取締役会を置く。
 

（取締役の員数）
第18条　当会社の取締役は、１０名以内とする。
 

（取締役の員数）
第20条　当会社の取締役は、12名以内とする。
 

第19条～第20条　（条文省略）
 

第21条～第22条　（現行どおり）
 

（役付取締役）
第21条　取締役会の決議によって、取締役の中から
　　　　取締役社長１名を選定し、必要に応じて取
　　　　締役会長、取締役副社長各１名、専務取締
　　　　役及び常務取締役各若干名を選定すること
　　　　ができる。
 

（役付取締役）
第23条　取締役会の決議によって、取締役の中から
　　　　取締役社長１名を選定し、必要に応じて取
　　　　締役会長、取締役副会長、取締役副社長各
　　　　１名、専務取締役及び常務取締役各若干名
　　　　を選定することができる。
 

（代表取締役）
第22条　取締役社長は、当会社を代表する。
　　２．取締役会の決議によって、取締役会長、取
　　　　締役副社長、専務取締役及び常務取締役の
　　　　中から、会社を代表すべき取締役を選定す
　　　　ることができる。
 

（代表取締役）
第24条　取締役社長は、当会社を代表する。
　　２．取締役会の決議によって、取締役会長、取
　　　　締役副会長、取締役副社長、専務取締役及
　　　　び常務取締役の中から、会社を代表すべき
　　　　取締役を選定することができる。
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（業務執行）
第23条　取締役社長は当会社の業務を統轄し、取締
　　　　役会長、取締役副社長、専務取締役、常務
　　　　取締役及びその他の取締役は、取締役社長
　　　　を補佐し、定められた事項を分掌する。
 
　　２．取締役社長に事故がある時には、取締役会
　　　　においてあらかじめ定めた順序に従い、他
　　　　の取締役が取締役社長の職務を代行する。
 

（業務執行）
第25条　取締役社長は当会社の業務を統轄し、取締
　　　　役会長、取締役副会長、取締役副社長、専
　　　　務取締役、常務取締役及びその他の取締役
　　　　は、取締役社長を補佐し、定められた事項
　　　　を分掌する。
　　２．取締役社長に事故がある時には、取締役会
　　　　においてあらかじめ定めた順序に従い、他
　　　　の取締役が取締役社長の職務を代行する。
 

第24条～第25条　（条文省略）
 

第26条～第27条　（現行どおり）
 

（取締役の責任免除）
第26条　当会社は、取締役会の決議によって、取締
　　　　役（取締役であったものを含む。）の会社
　　　　法第４２３条第１項の賠償責任について、
　　　　法令に定める要件に該当する場合には賠償
　　　　責任額から法令に定める最低責任限度額を
　　　　控除して得た額を限度額として免除するこ
　　　　とができる。
 

 

 

 

 

（取締役の責任免除）
第28条　当会社は、取締役会の決議によって、取締
　　　　役（取締役であったものを含む。）の会社
　　　　法第423条第１項の賠償責任について、法令
　　　　に定める要件に該当する場合には賠償責任
　　　　額から法令に定める最低責任限度額を控除
　　　　して得た額を限度額として免除することが
　　　　できる。
　　２．当会社は、社外取締役との間で、会社法第
　　　　423条第１項の賠償責任について法令に定
　　　　める要件に該当する場合には賠償責任を限
　　　　定する契約を締結することができる。但し
　　　　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金
　　　　５百万円以上であらかじめ定めた額と法令
　　　　の定める最低責任限度額とのいずれか高い
　　　　額とする。

第27条～第32条　（条文省略）
 

第29条～第34条　（現行どおり）
 

（監査役及び監査役会の設置）
第33条　当会社は監査役及び監査役会を置く。
 

（監査役及び監査役会の設置）
第35条　当会社は、監査役及び監査役会を置く。
 

第34条～第36条　（条文省略）
 

第36条～第38条　（現行どおり）
 

（常勤監査役）
第37条　監査役会は監査役の中から常勤の監査役を
　　　　選定する。
 

（常勤監査役）
第39条　監査役会は、監査役の中から常勤の監査役
　　　　を選定する。
 

第38条～第42条　（条文省略）
 

第40条～第44条　（現行どおり）
 

（監査役の責任免除）
第43条　当会社は、取締役会の決議によって、監査
　　　　役（監査役であったものを含む。）の会社
　　　　法第４２３条第１項の賠償責任について、
　　　　法令に定める要件に該当する場合には賠償
　　　　責任額から法令に定める最低責任限度額を
　　　　控除して得た額を限度額として免除するこ
　　　　とができる。
　　２．当会社は社外監査役との間で、会社法第４
　　　　２３条第１項の賠償責任について法令に定
　　　　める要件に該当する場合には賠償責任を限
　　　　定する契約を締結することができる。但
　　　　し、当該契約に基づく賠償責任の限度額
　　　　は、金５百万円以上であらかじめ定めた額
　　　　と法令の定める最低責任限度額とのいずれ
　　　　か高い額とする。
 

（監査役の責任免除）
第45条　当会社は、取締役会の決議によって、監査
　　　　役（監査役であったものを含む。）の会社
　　　　法第423条第１項の賠償責任について、法令
　　　　に定める要件に該当する場合には賠償責任
　　　　額から法令に定める最低責任限度額を控除
　　　　して得た額を限度額として免除することが
　　　　できる。
　　２．当会社は、社外監査役との間で、会社法第
　　　　423条第１項の賠償責任について法令に定め
　　　　る要件に該当する場合には賠償責任を限定
　　　　する契約を締結することができる。但し、
　　　　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金
　　　　５百万円以上であらかじめ定めた額と法令
　　　　の定める最低責任限度額とのいずれか高い
　　　　額とする。
 

（補欠監査役）
第44条 法令又は定款に定める監査役の員数を欠く
　　　　ことになる場合に備え、株主総会において
　　　　補欠監査役を選任することができる。
　　２．補欠監査役の選任決議の定足数は、第３５
　　　　条の規定を準用する。
　　３．第１項により選任された補欠監査役が監査
　　　　役に就任した場合の任期は、前任者の残任
　　　　期間とする。
　　４．補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に
　　　　到来する定時株主総会が開催されるまでの
　　　　間とする。
 

（補欠監査役）
第46条 法令又は定款に定める監査役の員数を欠く
　　　　ことになる場合に備え、株主総会において
　　　　補欠監査役を選任することができる。
　　２．補欠監査役の選任決議の定足数は、第37条
　　　　第２項の規定を準用する。
　　３．第１項により選任された補欠監査役が監査
　　　　役に就任した場合の任期は、前任者の残任
　　　　期間とする。
　　４．補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に
　　　　到来する定時株主総会が開催されるまでの
　　　　間とする。
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（会計監査人の設置）
第45条　当会社は会計監査人を置く。
 

（会計監査人の設置）
第47条　当会社は、会計監査人を置く。
 

第46条～第48条　（条文省略）
 

第48条～第50条　（現行どおり）
 

（会計監査人の責任免除）
第49条　当会社は会計監査人との間で、会社法第４
　　　　２３条第１項の賠償責任について法令に定
　　　　める要件に該当する場合には賠償責任を限
　　　　定する契約を締結することができる。但
　　　　し、当該契約に基づく賠償責任の限度額
　　　　は、金３千万円以上であらかじめ定めた額
　　　　と法令の定める最低責任限度額とのいずれ
　　　　か高い額とする。
 

（会計監査人の責任免除）
第51条　当会社は、会計監査人との間で、会社法第
　　　　423条第１項の賠償責任について法令に定め
　　　　る要件に該当する場合には賠償責任を限定
　　　　する契約を締結することができる。但し、
　　　　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金
　　　　３千万円以上であらかじめ定めた額と法令
　　　　の定める最低責任限度額とのいずれか高い
　　　　額とする。
 

第50条　（条文省略）
 

第52条　（現行どおり）
 

（期末配当金）
第51条　当会社は株主総会の決議によって毎年２月
　　　　末日の最終の株主名簿に記載又は記録され
　　　　た株主又は登録株式質権者に対し金銭によ
　　　　る剰余金の配当（以下「期末配当金」とい
　　　　う。）を支払う。
 

（期末配当金）
第53条　当会社は、株主総会の決議によって毎年２
　　　　月末日の最終の株主名簿に記載又は記録さ
　　　　れた株主又は登録株式質権者に対し金銭に
　　　　よる剰余金の配当（以下「期末配当金」と
　　　　いう。）を支払う。
 

（中間配当金）
第52条　当会社は、取締役会の決議によって毎年８
　　　　月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録
　　　　された株主又は登録株式質権者に対し、会
　　　　社法第４５４条第５項に定める剰余金の配
　　　　当（以下「中間配当金」という。）をする
　　　　ことができる。
 

（中間配当金）
第54条　当会社は、取締役会の決議によって毎年８
　　　　月31日の最終の株主名簿に記載又は記録さ
　　　　れた株主又は登録株式質権者に対し、会社
　　　　法第454条第５項に定める剰余金の配当（以
　　　　下「中間配当金」という。）をすることが
　　　　できる。
 

第53条　（条文省略）
 

第55条　（現行どおり）
 

（新設）
 

 

 

 
 

附則
（本店の所在地）
第１条　第３条（本店の所在地）の変更は、平成27
　　　　年２月28日までに開催される取締役会にお
　　　　いて決定する本店移転日をもって効力を生
　　　　じるものとする。
第２条　本附則第１条及び本条は、同条が定める本
　　　　店移転日の経過をもってこれを削除する。

 

第３号議案 取締役10名選任の件

　　　　　取締役として原島功、大島孝之、原島保、上田英雄、原島陽一郎、津山征広、渡辺修司、原島一誠、秦俊雄

　　　　　及び三田幸視を選任するものであります。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　　　　　補欠監査役として蔭山好信を選任するものであります。

　　　第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　　　　　本総会終結の時をもって取締役を退任する梅原良夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定

　　　　　の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等

　　　　　は、取締役会に一任するものであります。　

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件 191,212 387 0 (注)１ 可決 (99.80)

第２号議案
定款一部変更の件 189,215 2,384 0 (注)２ 可決 (98.76)
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第３号議案
取締役10名選任の件

   
 

 

 

 

 

(注)３

  

　原島　功
　大島　孝之
　原島　保
　上田　英雄
　原島　陽一郎
　津山　征広
　渡辺　修司
　原島　一誠
　秦　俊雄
　三田　幸視

189,039
189,962
189,960
189,962
189,962
189,960
189,960
185,158
189,881
178,994

2,560
1,637
1,639
1,637
1,637
1,639
1,639
6,441
1,718
12,605

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

(98.66)
(99.15)
(99.14)
(99.15)
(99.15)
(99.14)
(99.14)
(96.64)
(99.10)
(93.42)

第４号議案
補欠監査役１名選任の件 191,090 509 0 (注)３ 可決 (99.73)

第５号議案
退職慰労金贈呈の件 166,206 4,533 20,860 (注)１ 可決 (86.75)

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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